
 
平成 19 年 10 月 26 日 

各  位 

会  社  名 株 式 会 社 Ｎ Ｏ Ｖ Ａ 

代 表 者 名 代 表 取 締 役  吉 里  仁 見 

代表取締役 ANDERS LUNDQVIST 

代 表 取 締 役  渡 辺  勝 一 

（ Ｊ Ａ Ｓ Ｄ Ａ Ｑ ・ コ ー ド ４ ６ ５ ５ ） 

問 い 合 わ せ 先 代 表 取 締 役  渡 辺  勝 一 

電 話 番 号 （06）6213-2450（代） 

 

 
代表取締役の異動および会社更生手続開始の申立てに関するお知らせ 

 
  当社は平成19年10月25日の取締役会において代表取締役の異動および会社更生手続開始

の申立てを行うことを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 
 

記 
１．代表取締役の異動について 
（１）異動の内容 

新役職名 氏名 旧役職名 
取締役 猿橋 望 代表取締役社長 
代表取締役 吉里 仁見 取締役 
代表取締役 ANDERS LUNDQVIST 取締役 
代表取締役 渡辺 勝一 取締役 

 
（２）異動の理由 
猿橋元代表取締役社長が行ってきた不透明な資金調達方法及び業務提携の条件交渉につ

いて、取締役会が猿橋元代表取締役社長に対し再三情報開示を求めたものの同氏から十分

な説明が得られなかったため、現在の当社を取巻く混沌とした状況を解消し、事態の改善

のための方策を模索するには、猿橋氏に業務執行を委ねることが不適当であると判断され

たことにより、取締役会において、同氏の解任決議をしたことによるものであります。 
 
（３）異動年月日 
平成 19 年 10 月 25 日 
 
（４）新代表取締役の略歴 



氏名      略歴 

吉里 仁見 

昭和60年2月 
昭和62年4月 
 
平成2年8月 
平成8年4月 
平成10年11月 
 
平成16年7月 
平成17年3月 

㈲ノヴァ企画入社 
㈱コスモプロジェクト（平成3年1月当

社と合併）代表取締役 
当社取締役 
業務推進部DMG 
NOVA・スペースデザイン㈱ 
代表取締役社長（現任） 
LOC〔ALO〕（現任） 
㈱パシフィックリース代表取締役社長 

ANDERS LUNDQVIST 

昭和56年8月 
平成2年10月 
平成8年4月 
平成8年6月 
平成16年7月 

㈲ノヴァ企画入社 
当社入社 
教務部DMG 
当社取締役 
LOC〔QCO〕（現任） 

渡辺 勝一 

昭和58年9月 
平成10年8月 
平成17年11月 
 
平成18年1月 
平成18年6月 

殖産不動産㈱入社 
インタービジョン㈱入社 
インタービジョン㈱代表取締役社長

（現任） 
当社CEOアシスタント（現任） 
当社取締役 

 
 
 
２．会社更生手続開始の申立について 
（１）申立ての理由 
  弊社は、1981年創業以来、「講師は全員外国人」、「生徒１～４名の少人数制」、「自由予約

制」、「リーズナブルなレッスン料」、「実践的な会話レッスン」という独自のシステムを構

築し、「駅前留学」のブランドで店舗網を全国に拡大してまいりました。また、在宅ででき

るレッスン「お茶の間留学」、こども英会話の「NOVA KIDS」の開発、展開を行ってまい

りました。 
  しかしながら、2004年秋以降に採った新規出店の急加速が拠点運営の効率性・収益性・

採算性を損ねたことに加え、本年2月に経済産業省、東京都による立入調査を受け、6月に

新規入学者募集業務の一部について業務停止の行政処分を受けたことから、現在、売上が

大幅に落ち込んだ水準で推移しております。弊社は、資金調達、業務提携による経営基盤

の安定化に向け努力してまいりましたが、事態を改善させるには至っていないのが現状で

す。 
  よって、弊社は、現時点における会社再建の最善の方策として、本日、会社更生手続開

始の申立てを行った次第です。 
 
（２）負債総額（平成19年7月末日現在残高試算表による） 



 439億217万2713円 
 
（３）今後の見通し 
弊社は、今後、裁判所が選任した保全管理人の監督指導のもと、監督官庁・金融機関・

お取引先等の関係先と密接な連絡を取り、そのご支援を賜り、弊社の事業を継続していた

だけるスポンサーを募り、同スポンサーの下、経営及び財務体制の刷新を進め、会社再建

に向けて懸命に努力してまいる所存でございますので、何卒ご理解を賜りますようお願い

申しあげます。 
 
（４）株券上場廃止基準第４条第１項に規定する再建計画等の審査に係る申請の有無 
なし 
 
（ご参考） 
１．申立ての概要 
（１）申立日  平成19年10月26日 
（２）管轄裁判所  大阪地方裁判所 
（３）事件名  大阪地方裁判所平成19年（ミ）第７号 

会社更生手続開始申立事件 
（４）申立代理人  大阪市中央区北浜３丁目７番１２号東京建物大阪ビル８階 

共栄法律事務所 
弁護士  木村 圭二郎 
弁護士  稲田 正毅 
弁護士 元氏 成保 
弁護士 増本 充香 
弁護士 濱 和哲 

２．会社の概況（平成19年9月30日現在） 
（１）商号  株式会社ノヴァ 
（２）本店所在地  大阪市中央区西心斎橋二丁目3番2号 
（３）設立年月日  1974年5月14日 
（４）店舗数  925店舗（すべて直営。但し、平成19年3月31日現在） 
（５）主な事業内容 「コミュニケーション・サービスとコミュニケーション・ツー

ルの全てを取り扱うこと」をキーワードに、駅前留学・お茶の

間留学の運営、マルチメディア事業、出版事業、通信機器販売

など 
（６）資本金  50億1,020万円 
（７）株式の状況   



発行する株式の種類 普通株式 
発行済株式総数  67,673,600株 

（８）株主の状況（平成19年9月30日現在） 
株主数  6,876名 
大株主 持株数（千株） 出資比率（％） 

猿橋 望 10,841 16.02 

猿橋 陽 2,593 3.83 

有限会社ノヴァ企画 2,501 3.69 

日本証券金融株式会社（業務口） 1,451 2.14 

猿橋 泉 1,306 1.93 

株式会社幹商事 1,000 1.47 

NOVA 社員持株会 945 1.39 

株式会社 NOVA 898 1.32 

土江 貴史 889 1.31 

神谷 誠一郎 500 0.73 

（９）現在の役員の状況 
代表取締役  吉里 仁見 
代表取締役  ANDERS LUNDQVIST 
代表取締役  渡辺 勝一 
取締役   猿橋 望 
監査役（常勤） 宇津木 長 
監査役   戸島 利夫 
監査役   髙木 薫 

（10）従業員の状況 正社員2,190名、パートタイマー・アルバイト611名、外国人講

師数4,468名（平成19年8月31日時点） 
（11）労働組合  なし。（一部の講師、社員が外部の組合に加入しています） 
（12）負債総額（平成19年7月末日現在残高試算表による） 

 439億217万2,713円 
 
（13）最近の業績推移（単位：百万円） 

   平成 15 年 
3 月期 

平成 16 年 
3 月期 

平成 17 年 
3 月期 

平成 18 年 
3 月期 

平成 19 年 
3 月期 

売 上 高 65,031 70,600 75,274 69,812 57,064 
売 上 総利 益 28,752 32,057 32,340 29,508 22,790 



営 業 利 益 1,015 1,509 441 △2,196 △2,589 
経 常 利 益 1,168 1,475 923 △1,470 △1,211 
当 期 純利 益 187 448 203 △3,070 △2,495 
 

以上 

 
 
 


